
提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 10 項 5 目 5

その他 一般財源

196

196千円

修繕料

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

総務費 総務管理費 財産管理費

事業番号 1479 事業名 御来屋駅管理事業

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

1,316 196

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

修繕料

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

国の登録有形文化財である御来屋駅舎の保存管
理を行う。 05　まちの誇りとなる文化財を守り活用し

よう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

補正前 今回補正額

国の登録有形文化財である御来屋駅舎の保存管理を行う。

駅舎のトイレ上部の小屋組み部が外壁がないため、小動物が
侵入し壁の間に挟まることがあるため、木枠にメッシュを張り
侵入しないようにする。また、面戸及び合掌上弦梁と垂木の
間は合板を張る。

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

もっと地元住民の憩いの場として長く愛される施設
にしていきたい。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 10 項 5 目 12

その他 一般財源

79

79千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

総務費 総務管理費 総務施設管理費

事業番号 549 事業名 高田工業団地公園管理事業

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

17,489 79

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

償還金利子及び割引料

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

企業、町民等 13　若者がはたらきたくなる会社や仕事
を増やそう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

経済と産業の発展

補正前 今回補正額

平成16年度産業再配置促進環境整備費補助金を活用して
整備した旧高田工業団地公園について、跡地を工場用地と
して土地譲渡するにあたり、耐用年数未経過の補助対象設
備部分の補助相当額について、国庫返還する。
　国庫返還見込額：78,275円

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）
適切な管理運営を行う。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 35 項 5 目 2

その他 一般財源

1,050

負担金補助及び交付金 2,100千円

　補助金及び交付金

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

1/2 -

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

商工費 商工費 商工振興費

事業番号 251 事業名 商工振興費（一般）

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

21,180 2,100 1,050

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

60-10-35-5-2 鳥取県燃油価格高騰特別対策事業補助金 2,390 1,050 

対象
（誰、何に対してか）

町内に事業所を有する中小企業等 14　資源や人のつながりで観光や商工
業を盛り上げよう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

経済と産業の発展

鳥取県エネルギー・原材料価格高騰対
策特別金融支援事業補助金交付要綱,
鳥取県為替相場急変緊急対策特別金
融支援事業補助金交付要綱,大山町地
域経済変動対策資金利子補助金交付
要綱

補正前 今回補正額

　燃油及び原材料価格高騰・円安対
策利子補助金（7年度融資分）

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

経済変動事業を対象とした融資を受けた者の対
象融資にかかる利子負担の軽減を図ることにより、
大山町の経済活性化を図る。

経済変動事業を対象とした融資を受ける町内中小企業者の
資金繰り環境の円滑化を図ることを目的し、利子補給をする。
新規融資を受ける対象者の増によるもの。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 35 項 5 目 5

その他 一般財源

23

23千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

商工費 商工費 観光施設費

事業番号 872 事業名 観光交流センター管理費

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

7,581 23

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

修繕料

　観光交流センター風除室扉自閉装置交換

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

町内外利用客 14　資源や人のつながりで観光や商工
業を盛り上げよう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

経済と産業の発展

補正前 今回補正額

　観光交流センター正面出入口の風除室左右扉に不具合が
生じており、修繕を行う。
修繕費182,600円－予算残額160,500円
＝補正額22,100円

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）
観光交流センターを適正に管理する。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 20 目 1

その他 一般財源

400

史跡大山寺旧境内整備事業関連事務の増大による

時間外勤務の増加。 400千円

　今年度手当見込額　1,300,000円

　予算現額　　　　　　　　900,000円

　差引今回補正額　　　 400,000円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 社会教育費 社会教育総務費

事業番号 313 事業名 社会教育総務費（一般）

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

41,013 400

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

０３.職員手当等

　０６.時間外勤務手当

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

文化財職員人件費 02　みんながまちの自然・歴史・文化を
語れるようになろう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

文化財の保存・活用を図るため、文化財所有者等
への支援及び文化財全般の保護政策を行う



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 20 目 5

その他 一般財源

20

史跡大山寺旧境内整備事業の現場確認・打合せ作業

等の増加による公用車使用の増 20千円

　今年度支出見込み　160,000円

　予算現額　　　　　　　140,000円

　差引今回補正額　　　20,000円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 社会教育費 文化財費

事業番号 336 事業名 文化財費（一般）

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

21,372 20

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

１０.需用費

　2.燃料費

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

町内所在の文化財及び指定文化財等の所有者・
管理者 05　まちの誇りとなる文化財を守り活用し

よう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

生涯教育と子育て支援の深化

大山町文化財保護条例

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

町内所在の文化財の保護管理・調査等及び文化
財保護行政維持を図る。また、指定文化財等の所
有者・管理者が行う事業支援を行って適正な保存
管理公開を行う。



提出課：

（提案理由　及び　議案概要） （単位：千円）

款 50 項 20 目 5

その他 一般財源

48

48千円

（財源内訳の詳細　単位：千円）

補助(充当)率 交付税措置率

令和７年第１０回定例会

議案説明資料 商工観光課

議案番号 141 令和７年度大山町一般会計補正予算（第9号）

教育費 社会教育費 文化財費

事業番号 1431 事業名 史跡大山寺旧境内整備事業

総合計画における位置づけ

根拠法令・要綱等

今回補正額の財源内訳

国庫支出金 県支出金 地方債

69,042 48

補正理由・事業概要 今回補正額の経費内訳

11　役務費

　03　手数料

款-項-目-節-細節 説明名称 補正前の額 補正額

対象
（誰、何に対してか）

大山への来訪者 05　まちの誇りとなる文化財を守り活用し
よう

「大山町魅力向上の５本柱」
における位置づけ

経済と産業の発展

文化財保護法

補正前 今回補正額

事
業
の
目
的

意図・成果
（対象をどのような状態にし

たいのか）

史跡大山寺旧境内の本質的価値を構成する要素
となる個別文化財を適切に保存し、来訪者に史跡
の魅力が伝わるように整備を行う。
『史跡大山寺旧境内整備基本計画』に基づき、令
和１１年度までには金剛院、蓮浄院跡の整備を完
了し、登山者が歴史に触れる動線づくりを進める。
歴史に興味のない人でも価値に気づき、保護に寄
与する仕組みを整備していく。

次年度工事に向け建築確認申請を行うにあたり、手数料が必
要となったため


